
政
令
第
五
号

地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
第
三
項
第
五
号
の
二
（
同

法
第
三
十
七
条
第
二
項
、
第
三
十
八
条
第
三
項
（
同
法
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
一
条
第
四
項
、
第
五
十
一
条
の
十
九
第
二
項
（
同
法
第
五
十
一
条
の
二
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
一
条
の
二
十
第
二
項
（
同
法
第
五
十
一
条
の
二
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
第
五
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四

号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
二
項
第
五
号
の
二
（
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
六
第
四
項
、
第
二
十
四
条
の
九
第
二
項
及

び
第
二
十
四
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
四
条
の
二
十
四
第
二
項
並
び
に
地
方
自

治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
及
び
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規



定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令

目
次
中
「
第
一
条
」
を
「
第
一
条
・
第
一
条
の
二
」
に
、
「
第
二
十
六
条
の
十
六
」
を
「
第
二
十
六
条
の
十
七
」
に
改
め

る
。第

一
条
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
」
を
「
法
」
に
改
め
、
第
一
章
中
同
条
を
第
一
条
の
二
と

し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
特
殊
の
疾
病
）

第
一
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
特
殊
の
疾
病
は
、
別
表
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
一
条
の
二
の
表
第
二
十
九
条
第
六
項
の
項
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社



会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
三
十
六
条
第
三
項
第
五
号
の
二
の
政
令
で
定
め
る
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
）

第
二
十
二
条
の
二

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
障
害
者
支
援
施
設
に
係
る
法
第
三
十
六
条
第
三
項
第
五
号

の
二
（
法
第
三
十
七
条
第
二
項
、
第
三
十
八
条
第
三
項
（
法
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
労
働
に
関

す
る
法
律
の
規
定
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

労
働
基
準
法
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
第
一
項
（
同
法
第
六
条
及
び
第
五
十
六
条
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
、
第
百
十
九
条
（
同
法
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
十
七
条
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
及
び
第
百
二
十
条
（
同
法
第
十
八
条
第
七
項
及
び
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
同
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
労
働
者
派
遣
事
業
の

適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
四
十
四
条
（

第
四
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）



二

最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
四
十
条
の
規
定
及
び
同
条
の
規
定
に
係
る
同
法
第
四
十
二

条
の
規
定

三

賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
十
八
条
の
規
定
及
び
同
条
の
規
定

に
係
る
同
法
第
二
十
条
の
規
定

第
二
十
六
条
の
二
の
表
第
五
十
条
第
一
項
第
一
号
の
項
中
「
、
第
五
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
の
二
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
九
の
表
第
三
十
六
条
第
三
項
第
十
二
号
の
項
中
「
、
第
六
号
」
を
「
か
ら
第
六
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
章
第
三
節
第
二
款
中
第
二
十
六
条
の
十
六
を
第
二
十
六
条
の
十
七
と
し
、
第
二
十
六
条
の
十
五
を
第
二
十
六
条
の
十

六
と
す
る
。

第
二
十
六
条
の
十
四
第
一
項
の
表
第
五
十
一
条
の
十
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
三
項
第
十
二
号
の
項

及
び
同
条
第
二
項
の
表
第
五
十
一
条
の
二
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
三
項
第
十
二
号
の
項
中
「
、
第
六

号
」
を
「
か
ら
第
六
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
六
条
の
十
五
と
す
る
。

第
二
十
六
条
の
十
三
中
「
第
二
十
六
条
の
十
六
第
二
項
」
を
「
第
二
十
六
条
の
十
七
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十

六
条
の
十
四
と
す
る
。



第
二
十
六
条
の
十
二
の
表
第
三
十
六
条
第
三
項
第
十
二
号
の
項
中
「
、
第
六
号
」
を
「
か
ら
第
六
号
ま
で
」
に
改
め
、
同

条
を
第
二
十
六
条
の
十
三
と
す
る
。

第
二
十
六
条
の
十
一
中
「
第
二
十
六
条
の
十
六
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
の
十
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十

六
条
の
十
二
と
し
、
第
二
十
六
条
の
十
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
五
十
一
条
の
十
九
第
二
項
等
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
六
条
第
三
項
第
五
号
の
二
の
政
令
で
定
め
る
労
働
に

関
す
る
法
律
の
規
定
）

第
二
十
六
条
の
十
一

法
第
五
十
一
条
の
十
九
第
二
項
（
法
第
五
十
一
条
の
二
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
第
五
十
一
条
の
二
十
第
二
項
（
法
第
五
十
一
条
の
二
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
六
条
第
三
項
第
五
号
の
二
の
政
令
で
定
め
る
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
は
、
第
二
十
二
条

の
二
各
号
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
と
す
る
。
で
で

第
三
十
七
条
の
表
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。



（
法
第
五
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
六
条
第
三
項
第
五
号
の
二
の
政
令
で
定
め
る
労
働
に
関
す
る
法

律
の
規
定
）

第
三
十
八
条
の
二

法
第
五
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
六
条
第
三
項
第
五
号
の
二
の
政
令
で
定
め
る
労

働
に
関
す
る
法
律
の
規
定
は
、
第
二
十
二
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
と
す
る
。
に
に

第
三
十
九
条
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
の
五
第
一
項
第
四
号
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
四
第
二
項
各
号
」
を
「
第
二
十
一
条
の
五
の
四
第
三
項
各
号

」
に
改
め
る
。

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表
（
第
一
条
関
係
）

一

Ｉ
ｇ
Ａ
腎
症

二

亜
急
性
硬
化
性
全
脳
炎

三

ア
ジ
ソ
ン
病



四

ア
ミ
ロ
イ
ド
症

五

ア
レ
ル
ギ
ー
性
肉
芽
腫
性
血
管
炎

六

ウ
ェ
ゲ
ナ
ー
肉
芽
腫
症

七

Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
―
一
関
連
脊
髄
症

八

Ａ
Ｄ
Ｈ
不
適
合
分
泌
症
候
群

九

黄
色
靭
帯
骨
化
症

じ

ん

十

潰
瘍
性
大
腸
炎

十
一

下
垂
体
前
葉
機
能
低
下
症

十
二

加
齢
性
黄
斑
変
性
症

十
三

肝
外
門
脈
閉
塞
症

十
四

関
節
リ
ウ
マ
チ

十
五

肝
内
結
石
症

十
六

偽
性
低
ア
ル
ド
ス
テ
ロ
ン
症



十
七

偽
性
副
甲
状
腺
機
能
低
下
症

十
八

球
脊
髄
性
筋
萎
縮
症

十
九

急
速
進
行
性
糸
球
体
腎
炎

二
十

強
皮
症

二
十
一

ギ
ラ
ン
・
バ
レ
症
候
群

二
十
二

筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症

二
十
三

ク
ッ
シ
ン
グ
病

二
十
四

グ
ル
コ
コ
ル
チ
コ
イ
ド
抵
抗
症

二
十
五

ク
ロ
ウ
・
深
瀬
症
候
群

二
十
六

ク
ロ
ー
ン
病

二
十
七

劇
症
肝
炎

二
十
八

結
節
性
硬
化
症

二
十
九

結
節
性
動
脈
周
囲
炎



三
十

血
栓
性
血
小
板
減
少
性
紫
斑
病

三
十
一

原
発
性
ア
ル
ド
ス
テ
ロ
ン
症

三
十
二

原
発
性
硬
化
性
胆
管
炎

三
十
三

原
発
性
高
脂
血
症

三
十
四

原
発
性
側
索
硬
化
症

三
十
五

原
発
性
胆
汁
性
肝
硬
変

三
十
六

原
発
性
免
疫
不
全
症
候
群

三
十
七

硬
化
性
萎
縮
性
苔
癬

た

い

せ

ん

三
十
八

好
酸
球
性
筋
膜
炎

三
十
九

後
縦
靭
帯
骨
化
症

じ

ん

四
十

拘
束
型
心
筋
症

四
十
一

広
範
脊
柱
管
狭
窄
症

さ

く

四
十
二

高
プ
ロ
ラ
ク
チ
ン
血
症



四
十
三

抗
リ
ン
脂
質
抗
体
症
候
群

四
十
四

骨
髄
異
形
成
症
候
群

四
十
五

骨
髄
線
維
症

四
十
六

ゴ
ナ
ド
ト
ロ
ピ
ン
分
泌
過
剰
症

四
十
七

混
合
性
結
合
組
織
病

四
十
八

再
生
不
良
性
貧
血

四
十
九

サ
ル
コ
イ
ド
ー
シ
ス

五
十

シ
ェ
ー
グ
レ
ン
症
候
群

五
十
一

色
素
性
乾
皮
症

五
十
二

自
己
免
疫
性
肝
炎

五
十
三

自
己
免
疫
性
溶
血
性
貧
血

五
十
四

視
神
経
症

五
十
五

若
年
性
肺
気
腫



五
十
六

重
症
急
性
膵
炎

す

い

五
十
七

重
症
筋
無
力
症

五
十
八

神
経
性
過
食
症

五
十
九

神
経
性
食
欲
不
振
症

六
十

神
経
線
維
腫
症

六
十
一

進
行
性
核
上
性
麻
痺ひ

六
十
二

進
行
性
骨
化
性
線
維
形
成
異
常
症

六
十
三

進
行
性
多
巣
性
白
質
脳
症

六
十
四

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群

六
十
五

ス
モ
ン

六
十
六

正
常
圧
水
頭
症

六
十
七

成
人
ス
チ
ル
病

六
十
八

脊
髄
空
洞
症



六
十
九

脊
髄
小
脳
変
性
症

七
十

脊
髄
性
筋
萎
縮
症

七
十
一

全
身
性
エ
リ
テ
マ
ト
ー
デ
ス

七
十
二

先
端
巨
大
症

七
十
三

先
天
性
Ｑ
Ｔ
延
長
症
候
群

七
十
四

先
天
性
魚
鱗
癬
様
紅
皮
症

り

ん

せ

ん

七
十
五

先
天
性
副
腎
皮
質
酵
素
欠
損
症

七
十
六

側
頭
動
脈
炎

七
十
七

大
動
脈
炎
症
候
群

七
十
八

大
脳
皮
質
基
底
核
変
性
症

七
十
九

多
系
統
萎
縮
症

八
十

多
巣
性
運
動
ニ
ュ
ー
ロ
パ
チ
ー

八
十
一

多
発
筋
炎



八
十
二

多
発
性
硬
化
症

八
十
三

多
発
性
嚢
胞
腎

の

う

八
十
四

遅
発
性
内
リ
ン
パ
水
腫

八
十
五

中
枢
性
尿
崩
症

八
十
六

中
毒
性
表
皮
壊
死
症

八
十
七

Ｔ
Ｓ
Ｈ
産
生
下
垂
体
腺
腫

八
十
八

Ｔ
Ｓ
Ｈ
受
容
体
異
常
症

八
十
九

天
疱
瘡

ぽ

う

そ

う

九
十

特
発
性
拡
張
型
心
筋
症

九
十
一

特
発
性
間
質
性
肺
炎

九
十
二

特
発
性
血
小
板
減
少
性
紫
斑
病

九
十
三

特
発
性
血
栓
症

九
十
四

特
発
性
大
腿
骨
頭
壊
死

た

い



九
十
五

特
発
性
門
脈
圧
亢
進
症

こ

う

九
十
六

特
発
性
両
側
性
感
音
難
聴

九
十
七

突
発
性
難
聴

九
十
八

難
治
性
ネ
フ
ロ
ー
ゼ
症
候
群

九
十
九

膿
疱
性
乾
癬

の

う

ほ

う

せ

ん

百

嚢
胞
性
線
維
症

の

う

百
一

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病

百
二

バ
ー
ジ
ャ
ー
病

百
三

肺
動
脈
性
肺
高
血
圧
症

百
四

肺
胞
低
換
気
症
候
群

百
五

バ
ッ
ド
・
キ
ア
リ
症
候
群

百
六

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
病

百
七

汎
発
性
特
発
性
骨
増
殖
症



百
八

肥
大
型
心
筋
症

百
九

ビ
タ
ミ
ン
Ｄ
依
存
症
二
型

百
十

皮
膚
筋
炎

百
十
一

び
ま
ん
性
汎
細
気
管
支
炎

百
十
二

肥
満
低
換
気
症
候
群

百
十
三

表
皮
水
疱
症

ほ

う

百
十
四

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
症
候
群

百
十
五

プ
リ
オ
ン
病

百
十
六

ベ
ー
チ
ェ
ッ
ト
病

百
十
七

ペ
ル
オ
キ
シ
ソ
ー
ム
病

百
十
八

発
作
性
夜
間
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
尿
症

百
十
九

慢
性
炎
症
性
脱
髄
性
多
発
神
経
炎

百
二
十

慢
性
血
栓
塞
栓
性
肺
高
血
圧
症



百
二
十
一

慢
性
膵
炎

す

い

百
二
十
二

ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
病

百
二
十
三

メ
ニ
エ
ー
ル
病

百
二
十
四

網
膜
色
素
変
性
症

百
二
十
五

も
や
も
や
病

百
二
十
六

有
棘
赤
血
球
舞
踏
病

き
ょ
く

百
二
十
七

ラ
ン
ゲ
ル
ハ
ン
ス
細
胞
組
織
球
症

百
二
十
八

リ
ソ
ソ
ー
ム
病

百
二
十
九

リ
ン
パ
管
筋
腫
症

百
三
十

レ
フ
ェ
ト
フ
症
候
群

（
児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
第
三
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た



め
の
法
律
（
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律
施
行
令
」
に
、
「
第
二
十
五
条
の
十
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
の
十
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
二
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
四
第
二
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
五
の
四
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
五
第
一
項
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
二
十
四
項
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
二
十
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
四
第
二
項
各
号

」
を
「
第
二
十
一
条
の
五
の
四
第
三
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法

」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
（
障
害
者

自
立
支
援
法
」
を
「
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支

援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

第
二
十
五
条
の
十
三
の
表
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
。
」
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
五
条
の
十
四
と
し
、
第

二
十
五
条
の
十
二
を
第
二
十
五
条
の
十
三
と
す
る
。



第
二
十
五
条
の
十
一
第
一
項
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

第
二
十
五
条
の
十
一
を
第
二
十
五
条
の
十
二
と
し
、
第
二
十
五
条
の
八
か
ら
第
二
十
五
条
の
十
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
二
十
五
条
の
七
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
の
八

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
二
項
第
五
号
の
二
（
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
六
第
四
項
、
第
二
十
四

条
の
九
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
労
働
に
関
す
る
法
律
の
規

定
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
第
一
項
（
同
法
第
六
条
及
び
第
五

十
六
条
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
十
九
条
（
同
法
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第

三
十
七
条
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
百
二
十
条
（
同
法
第
十
八
条
第
七
項
及
び
第
二
十
三
条
か
ら
第
二

十
七
条
ま
で
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
同
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
（

こ
れ
ら
の
規
定
が
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十

年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
四
十
四
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）



二

最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
四
十
条
の
規
定
及
び
同
条
の
規
定
に
係
る
同
法
第
四
十
二

条
の
規
定

三

賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
十
八
条
の
規
定
及
び
同
条
の
規
定

に
係
る
同
法
第
二
十
条
の
規
定

第
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支

援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
四
第
三
項
中
「
（
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

る
た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
十
一
第
一
項
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

第
二
十
七
条
の
十
四
中
「
第
二
十
五
条
の
十
三
」
を
「
第
二
十
五
条
の
十
四
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
十
五
を
削
る
。



第
二
十
七
条
の
十
六
の
表
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
二
項
第
十
三
号
の
項
中
「
、
第
六
号
」
を
「
か
ら
第
六
号
ま
で
」

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
七
条
の
十
五
と
す
る
。

第
二
十
七
条
の
十
七
中
「
第
二
十
七
条
の
二
十
」
を
「
第
二
十
七
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
七
条
の
十
六
と

す
る
。

第
二
十
七
条
の
十
八
の
表
第
二
十
四
条
の
二
十
八
第
一
項
の
項
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及

び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
四
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
二
項
第
十
三
号
の
項
中
「
、
第
六
号
」
を
「
か
ら
第
六
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
七
条

の
十
七
と
す
る
。

第
二
十
七
条
の
十
九
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

第
二
十
七
条
の
十
九
を
第
二
十
七
条
の
十
八
と
し
、
第
二
十
七
条
の
二
十
を
第
二
十
七
条
の
十
九
と
す
る
。

第
四
十
四
条
の
三
の
表
、
第
四
十
四
条
の
四
、
第
四
十
四
条
の
七
及
び
第
四
十
四
条
の
八
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を

「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。



（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
第
百
七
十
四
条
の
二
十
八
第
二
項
及
び
第
百
七
十
四
条
の
三
十
の
三
第
二
項
中
「

障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項
中
「
、
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
、
「
必
要
な
援
助
」
の
下
に
「
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
思

疎
通
支
援
を
行
う
者
の
派
遣
に
係
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を

「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
障
害
者
自
立
支

援
法
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
十
一
条
第
一
項

」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
第
一
条
第
一
号
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
施
行
令
第
一
条
の
二
第
一
号
」
に
、
「
、
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の



日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
十
二
第
一
項
中
「
、
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
、
「
必
要
な
援
助
」
の
下
に
「
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
意
思
疎
通
支
援
を
行
う
者
の
派
遣
に
係
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
障
害
者
自
立
支
援

法
第
八
条
第
一
項
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
八
条
第
一
項
」
に
、

「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
第
一
条
第
三
号
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
施
行
令
第
一
条
の
二
第
三
号
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
第
一
条
第
一
号
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
第
一
条
の
二
第
一
号
」
に
、
「
、
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を

「
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
。

（
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。



一

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
九
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
十
八
条
か

ら
第
二
十
一
条
ま
で

二

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
条
第
一
項
及
び
第
六
十
五
条
の
十
三
第
一
項
の
表

第
五
十
条
第
一
項
の
項

三

国
有
財
産
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
二
百
六
十
四
号
）
第
二
条
第
三
項
第
三
号

四

地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
）
第
二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
第
三
号

五

警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
二
十
九
号
）

第
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号

六

海
上
保
安
官
に
協
力
援
助
し
た
者
等
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
六
十
二
号
）
第
四

条
の
二
第
一
項
第
二
号

七

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
第
六
条
の

二
第
一
項
第
二
号

八

国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
七
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
第
三
号



九

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
二
年
政

令
第
二
百
八
十
三
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号

十

社
会
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
八
十
五
号
）
第
一
条
第
二
号

十
一

証
人
等
の
被
害
に
つ
い
て
の
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
二
十
七
号
）
第
五
条
の
二

第
一
項
第
二
号

十
二

知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
百
三
号
）
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で

十
三

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
別
表
第
一
㈥
項
ロ
及
び
ハ

十
四

豪
雪
に
際
し
て
地
方
公
共
団
体
が
行
な
う
公
共
の
施
設
の
除
雪
事
業
に
要
す
る
費
用
の
補
助
に
関
す
る
特
別
措
置
法

施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
八
十
二
号
）
第
一
条
第
七
号

十
五

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令

第
二
百
八
十
四
号
）
第
四
条
第
三
号

十
六

著
作
権
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
チ

十
七

防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）
第
七
条



第
九
号

十
八

公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）
第
七
条
第
一
項
第
二

十
九
号

十
九

活
動
火
山
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
二
百
七
十
四
号
）
第
四
条
第
七
号

二
十

特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
五
十
五
号
）
第
六
条
第
五
号

二
十
一

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
第
四
条
第
十
四
号

二
十
二

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
二
年
政
令
第
四
百
二
号
）
第
一
条
第
一
項
、
第
十
四
条
の

二
及
び
附
則
第
三
条

二
十
三

消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
第
十
四
条
の
三
第
四
号
及
び
第
六
号

二
十
四

臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
九
年
政
令
第
三
百
十
一
号
）

第
五
十
三
号

二
十
五

精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
五
号
）
第
一
条

二
十
六

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
三
十
五
条
の
二
第
二
十
号
及
び
第
三
十
五
条
の
五
第



二
十
三
号

二
十
七

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
二
第
二
十
号
及
び
第
三
十
五

条
の
四
第
二
十
三
号

二
十
八

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
第
百
九
条
第
七
号
及
び
第
十
二
号
並
び
に
第
百
十

一
条
第
二
号

二
十
九

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
二
号
）
第
三
十
二
条
の
二
第
四
号
チ

三
十

東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二

十
四
号
）
第
三
条
第
十
四
号

三
十
一

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
九
十
三
号
）
第
二
条
第
四
号
か
ら
第
四
号

の
三
ま
で

三
十
二

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六

年
政
令
第
三
百
十
号
）
第
十
一
条
第
一
号



三
十
三

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
第
四
百
十
一
号

三
十
四

地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
七

年
政
令
第
二
百
五
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号

三
十
五

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成

十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
第
三
条
第
十
四
号

三
十
六

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
三
十
五
号
）
第
六
十
四
条
第
一
項

及
び
第
百
三
条
第
一
項
の
表
第
六
十
四
条
第
一
項
の
項

三
十
七

内
閣
府
に
お
い
て
交
付
金
の
配
分
計
画
に
関
す
る
事
務
を
行
う
事
業
又
は
事
務
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年

政
令
第
九
十
号
）
第
四
号
リ

三
十
八

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
厚
生
労
働
省
関
係
規
定
の
施

行
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百
三
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項

（
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う



に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
五
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
」
に
、
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
及
び
第
七
号
中
「

障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に

改
め
る
。

（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
八
年
政

令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
十
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
号
中
「
第
二
十
五
条
の
十
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
の
十
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同

条
第
二
十
三
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
。



（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
三
項
第
五
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
及
び
同
条
第
四
項
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及

び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
。

（
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の

一
部
改
正
）

第
八
条

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政

令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
四
条
の
見
出
し
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

る
た
め
の
法
律
（
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

る
た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
。



（
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
手
当
金

等
に
つ
い
て
の
児
童
福
祉
法
施
行
令
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
手

当
金
等
に
つ
い
て
の
児
童
福
祉
法
施
行
令
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
五
条
の
十
二
第
一
項
に
」
を
「
第
二
十
五
条
の
十
三
第
一
項
に
」

に
、
「
第
二
十
五
条
の
十
二
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
五
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
の
特
例
）
」

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
条
第
二
十
二
項
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
二
十
二
項
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
十
四
条
第

三
項
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
四
条
第
三
項
」
に
、
「
障
害



者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
改
め

、
同
条
第
三
項
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
第
七
十
条
第
二
項
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
第
七
十
条
第
二
項
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
第
七
十
六
条
第
一
項
」
を
「

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
七
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援

法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
の
特
例

に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「

、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
。

附

則



こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
い
、
治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
特
殊
の
疾
病
を
定
め
る
等
関
係
政
令
の
整
備
等
を
行
う
必

要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


